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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

回次 
第132期 

第２四半期 
連結累計期間 

第133期 
第２四半期 
連結累計期間 

第132期 
第２四半期 

連結会計期間 

第133期 
第２四半期 

連結会計期間 
第132期 

会計期間 

自 平成20年 
４月１日 

至 平成20年 
９月30日 

自 平成21年 
４月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成20年 
７月１日 

至 平成20年 
９月30日 

自 平成21年 
７月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成20年 
４月１日 

至 平成21年 
３月31日 

売上高（百万円） 695,413 417,229 354,643 227,144 1,200,813 

経常利益（百万円） 156,519 55,818 77,504 34,200 250,533 

四半期（当期）純利益（百万

円） 
100,953 35,528 49,534 20,632 154,731 

純資産額（百万円） － － 1,513,795 1,460,900 1,407,353 

総資産額（百万円） － － 1,893,516 1,740,579 1,684,944 

１株当たり純資産額（円） － － 3,434.44 3,334.85 3,218.28 

１株当たり四半期（当期）純利

益金額（円） 
235.04 83.70 115.53 48.60 362.39 

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額（円） 
235.00 83.69 115.51 48.59 362.35 

自己資本比率（％） － － 77.5 81.3 81.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
146,910 76,458 － － 256,579 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△100,183 △49,452 － － △200,790 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△43,452 △24,250 － － △80,084 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ － 299,490 257,218 251,044 

従業員数（人） － － 20,300 17,540 19,170 
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２【事業の内容】 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

３【関係会社の状況】 

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

（注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

平成21年９月30日現在

従業員数（人） 17,540   

平成21年９月30日現在

従業員数（人） 2,659   
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注） １．生産金額は期中販売価格により算出したものであります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループ(当社及び連結子会社)は主として見込み生産を行っているため、受注状況を記載しておりません。

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

  （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２【事業等のリスク】 

 当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

  

３【経営上の重要な契約等】 

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間  
（自 平成21年７月１日  

    至 平成21年９月30日） 
前年同四半期比（％） 

有機・無機化学品（百万円） 119,640 （－）31.6 

電子材料（百万円） 72,954 （－）48.0 

機能材料その他（百万円） 13,046 （－）28.6 

合計（百万円） 205,641 （－）38.4 

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日） 
前年同四半期比（％） 

有機・無機化学品（百万円） 127,991 （－）30.0 

電子材料（百万円） 77,021 （－）46.2 

機能材料その他（百万円） 22,131 （－）22.7 

合計（百万円） 227,144 （－）36.0 

-3-



４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

  

（1）業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間の世界経済は、昨年秋口以降、米国に端を発した金融危機の影響による景気後退が継続

し、欧米を中心に深刻な状況が続きました。日本経済も、一部では景気の持ち直しの動きが見られましたものの、設

備投資が大幅に減少し、雇用情勢が一段と悪化するなど、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような状況のもとで、当社グループは、世界の顧客との関係強化に努め、幅広く拡販してゆくとともに、事業

運営の合理化、効率化や、新規製品の開発、事業化にも鋭意取り組んでまいりました。 

 当第２四半期連結会計期間の業績といたしましては、売上高は、前第２四半期に比べ36.0％（1,274億９千９百万

円）減少し、2,271億４千４百万円となりました。営業利益は、前第２四半期に比べ56.5％（420億１百万円）減少

し、322億９千２百万円となり、経常利益も、前第２四半期に比べ55.9％（433億４百万円）減少し、342億円となり

ました。また、四半期純利益は、前第２四半期に比べ58.3％（289億２百万円）減少し、206億３千２百万円となりま

した。 

   

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

[有機・無機化学品事業] 

<塩化ビニル樹脂> 

 米国の住宅市場の長期的な低迷を受け、米国同業他社が減産する中で、シンテック社は長年にわたり培ってきた世

界中の顧客への拡販に努め、高水準の出荷を維持しました。一方、オランダのシンエツＰＶＣ社は、工場定期修理の

影響や欧州市場の落ち込みの影響を受け、低調に推移しました。国内事業は、輸出が堅調に推移したものの、需要の

低迷により国内出荷が振るわず、厳しい状況が続きました。 

<シリコーン> 

 海外事業はアジア地域を中心に需要の回復傾向が見られました。国内も電気・電子・自動車用などで引き続き復調

が持続しています。信越ポリマー社の携帯電話用キーパッドは、需要の低迷と価格競争の激化により低調に推移しま

した。 

<その他> 

 セルロース誘導体は、国内事業では国内医薬品向けが堅調に推移したものの、建材・工業用は市場に回復感が無く

低調に推移しました。ドイツのＳＥタイローズ社は、欧州での建材向け需要低迷の影響を受け、出荷が伸び悩みまし

た。一方オーストラリアのシムコア社は堅調に推移しました。 

 当事業の売上高は、前第２四半期に比べ30.0％（548億７千１百万円）減少し、1,279億９千１百万円となり、営業

利益は、前第２四半期に比べ41.9％（117億３千９百万円）減少し、163億８百万円となりました。 

[電子材料事業] 

<半導体シリコン> 

 ３００ｍｍウエハーを中心に一部で需要回復の兆しが見られましたものの、価格が低迷し依然として厳しい状況が

続きました。 

<その他>  

 電子産業用希土類磁石は、パソコン用ハードディスクドライブで需要が回復基調となりました。また、フォトレジ

スト製品は堅調な出荷を続けました。電子産業用有機材料は高輝度ＬＥＤ用コート材が好調に推移しましたが、総じ

て低調に推移しました。 

 当事業の売上高は、前第２四半期に比べ46.2％（661億３千万円）減少し、770億２千１百万円となり、営業利益

は、前第２四半期に比べ73.5％（281億９千５百万円）減少し、101億４千６百万円となりました。 

[機能材料その他事業] 

<合成石英> 

 光ファイバー用プリフォームは堅調に推移しましたが、液晶用大型フォトマスク基板は出荷が堅調だったものの価

格は厳しい状況が続きました。 

<一般用希土類磁石、その他機能材料> 

 一般用希土類磁石は、ハイブリッド車用モーター向けは堅調に推移しましたが、産業用モーター向けなどの設備投

資関連が低調でした。ペリクルは堅調に推移し、液状フッ素エラストマーも国内向けは回復基調となりましたが、輸

出が振るいませんでした。 

 当事業の売上高は、前第２四半期に比べ22.7％（64億９千７百万円）減少し、221億３千１百万円となり、営業利

益は、前第２四半期に比べ20.3％（16億１百万円）減少し、62億８千９百万円となりました。 

  

  

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 
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[日本] 

 半導体シリコンが価格の低迷により厳しい状況が続き、シリコーンも回復途上にありましたので売上高は前第２四

半期に比べ28.8%（497億５千２百万円）減少し、1,231億１千１百万円となり、営業利益は44.1%（254億１千２百万

円）減少し、322億２千５百万円となりました。 

[北米] 

 塩化ビニル樹脂は高水準の出荷を維持したものの市況は厳しい状態が続き、半導体シリコンは低調に推移しました

ので売上高は前第２四半期に比べ40.7%（334億６千９百万円）減少し、488億８百万円となり、営業利益は88.8%（95

億３千万円）減少し、11億９千６百万円となりました。 

[アジア・オセアニア] 

 半導体シリコンが市場低迷により厳しい状況が続きました。一方で、金属珪素は堅調に推移しました。 

売上高は前第２四半期に比べ47.1%（238億１千４百万円）減少し、267億７千４百万円となり、営業損失は２億９千

５百万円（前第２四半期は営業利益34億７千４百万円）となりました。 

[欧州] 

 塩化ビニル樹脂や半導体シリコンが市場の落ち込みの影響を受けましたので売上高は前第２四半期に比べ41.8%

（204億６千４百万円）減少し、284億５千万円となり、営業損失は１億９千万円（前第２四半期は営業利益33億１百

万円）となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は2,572億１千８百万円と

なり、第１四半期連結会計期間末に比べ269億６千９百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの

要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は354億７百万円（前年同期比334億５千８百万円減少）

となりました。これは、税金等調整前四半期純利益342億円、減価償却費200億２千４百万円、仕入債務の増加額152

億１千４百万円等により資金が増加した一方、売上債権の増加額282億１千８百万円等により資金が減少したことに

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は83億７千３百万円（前年同期比423億９千５百万円減

少）となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出355億６千４百万円、有価証券の償還による収入201

億１千５百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間の財務活動の結果使用した資金は３億３千万円（前年同期比178億１千１百万円減少）

となりました。短期借入金の純増加11億２千４百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出８億

６千８百万円により資金が減少したことによるものであります。 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

＜１＞当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下、「本基本方針」といいま

す。） 

 当社グループは、「有機・無機化学品事業」、「電子材料事業」、「機能材料その他事業」を営んでおりますが、

当社及び関係会社が製造・販売等を分担し、相互に協力して、事業活動を展開しております。当社グループの経営に

は、これらの事業に関する幅広い知識と豊かな経験、並びに、世界各国の顧客、従業員及び取引先などのステークホ

ルダーとの間に築かれた関係についての十分な理解が欠かせません。当社は、当社の企業価値の最大化に資する者が

当社の財務及び事業の方針の決定を支配すべきであると考えておりますが、当社株式に対する大規模買付行為がなさ

れた場合にこれに応じて当社株式の売却を行うか否かの最終的な判断は株主の皆様に委ねられるべきものであると理

解しております。但し、そのためには、当該買付行為に関する十分な情報が、買付行為を行う者及び当社の双方か

ら、株主の皆様に提供されることが重要であると考えます。 

 一方、大規模買付行為の中には、当社企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと判断されるもの

もあり得ますことから、このような買付行為に対しては、取締役の善管注意義務に基づき、当社取締役会が適切と考

える方策をとることも必要であると考えます。 

   

＜２＞当社グループの企業価値向上に向けた取組みについて 

（「当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の本基本方針の実現に資する特別な取組み」） 
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①経営方針 

 当社グループは、安全をいかなる場合も最優先とし、公正な企業活動を行い、素材と技術を通じて暮らしや産業・

社会に貢献することにより企業価値を高め、株主の皆様のご期待にお応えしていくことをめざしております。そのた

めに、世界最高水準の技術や品質の確立とともに生産性の絶え間ない向上に努めながら、世界中の顧客と安定した取

引関係を築き、経済情勢や市況の変化に的確に対応できる経営を進めております。 

②具体的な取組み 

 塩化ビニル事業では、米国シンテック社において、電解から塩化ビニル樹脂までの一貫製造工場を建設しており、

第１期工事が完了したことから、稼動を開始いたしました。また、欧州におきましても、オランダのシンエツＰＶＣ

社の事業基盤強化のため、ポルトガルのシレス社を100%子会社といたしました。今後とも、日米欧の三極体制を十分

に活用し、世界最大の塩化ビニル樹脂メーカーとしての地位を、より強固なものにしてまいります。 

 シリコーン事業では、幅広い需要分野を有する製品特性を活かし、新製品及び新規用途の開発を促進いたします。

また、日本、タイ、米国などの各工場での一層の生産性の向上に努め、日本国内のみならず海外での事業を強化して

まいります。 

 半導体シリコン事業では、３００mmウエハーの需要動向を的確に捉え、世界最大のメーカーとして、品質の高い製

品を安定的に供給してまいります。また、２００mm以下のウエハーでは、高付加価値化や特殊用途向けの開発による

差別化により、競争力の強化に注力いたします。 

 希土類磁石事業では、新設したレア・アース分離精製設備を活かし一層の生産性の向上に努めるとともに、需要の

増加が期待されるハイブリッド自動車向けなどを中心に、拡販に取り組んでまいります。 

 セルロース事業では、医薬用製品の安定供給を図るため、当社直江津工場に加え、ドイツのＳＥタイローズ社でも

製造設備の建設を進め、引き続き事業の強化に努めてまいります。 

 さらに、将来の事業拡大のため、新規製品の研究開発と事業化及びＭ＆Ａなども視野に入れた新しい事業の開拓に

も注力してまいります。 

 また、安全確保、環境保全、コンプライアンスなどの企業の社会的責任を果たし、引き続き企業価値の最大化に努

めてまいります。 

 以上の取組みは、いずれも当社グループの企業価値を向上させ、その結果、当社の企業価値ひいては株主の皆様の

共同の利益を著しく損なう当社株式の大規模な買付行為がなされるリスクを低減するものと考えられますことから、

本基本方針に沿うものであると考えます。また、これらの取組みは当社グループの企業価値を向上させるものですか

ら、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではない

ことは明らかであると考えます。 

＜３＞大規模買付行為への対応方針 

（「本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み」） 

 当社は、株主の皆様や投資家の皆様に対して積極的なＩＲ活動を進めておりますものの、大規模買付行為（特定株

主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グルー

プの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を以下、「大規模買付者」

といいます。）の開始時に、大規模買付者が提示する買付対価が適切か否かを株主の皆様が的確にご判断なさるため

には、大規模買付者及び当社の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。そこで、当社は、平成

20年６月27日開催の第131回定時株主総会におけるご承認をもって大規模買付行為への対応方針（以下、「本対応方

針」といいます。）を導入いたしました。また、本対応方針が平成21年６月26日開催の第132回定時株主総会終結の

時をもって有効期間満了となったことに伴い、当社は同総会におけるご承認をもって本対応方針を継続いたしまし

た。 

①大規模買付ルールの内容 

 当社が設定する「事前の情報提供に関するルール」（以下「大規模買付ルール」といいます。）の骨子は、（ⅰ）

事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を提供し、

（ⅱ）大規模買付行為は、当社取締役会による一定の評価・検討期間の経過後にのみ開始される、というものです。

イ． 本必要情報の提供 

 大規模買付者には、まず、大規模買付行為の開始前に、当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準

拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び開始する大規模買付行為の内容並びに大規模買付ルールに従う旨の意向を明示

した書面を提出いただくこととします。当社は、当該書面の受領後10営業日以内に、大規模買付者に対して、当初提

供いただくべき本必要情報のリストを交付いたします。なお、当初提供していただいた情報を詳細に検討したうえ

で、当該情報だけでは十分ではないと認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃

うまで追加的な情報提供を要求いたします。 

ロ． 評価・検討期間の設定 

 次に、当社取締役会は、大規模買付行為に関する評価・検討の難易度に応じて、大規模買付者が本必要情報の提供

を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）又は90日間（そ

-6-



の他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取

締役会評価・検討期間」といいます。）として確保されるべきものと考えます。従って、大規模買付行為は、取締役

会評価・検討期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価・検討期間中、当社取締役会は独立の外部

専門家（証券会社、投資銀行、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門家）

の意見を聴取しつつ、本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表しま

す。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会とし

て株主の皆様に対し代替案を提示する場合もあります。 

ハ． 独立委員会の設置及びその構成 

 本対応方針の運用に係る取締役会の恣意的な判断を排除し、判断の公正さを担保するための機関として、独立委員

会を設置しております。本対応方針では、後述の②イ．及び②ロ．において、対抗措置発動にかかる客観的な要件を

定めておりますが、②イ．に記載の対抗措置をとる場合、並びに、②ロ．に記載の例外的対応をとる場合など、本対

応方針の運用に関する重要な判断にあたっては、原則として独立委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧

告を最大限尊重するものとします。 

 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行取締役から独立してい

る当社社外取締役及び当社社外監査役、並びに、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、経営経験豊富な企業経

験者など社外有識者の中から選任いたします。なお、第132回定時株主総会終了後の取締役会において、当社社外取

締役の河野俊二、金子昌資、宮﨑 毅の3氏が独立委員会の委員として再任され、新たに当社社外取締役の福井俊彦

氏が委員として選任されました。 

②大規模買付行為が実施された場合の対応 

イ． 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

 大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を守るため、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規

模買付行為に対抗する場合があります。 

ロ． 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として大規模買付行為に対する対抗措置はとりませ

ん。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提

案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。但し、大規模買付ルールが遵守されてい

る場合であっても、当該大規模買付行為が当社企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合には、取締役の善管注意義務に基づき、当社取締役会は当社企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の保護

のために、適切と考える方策をとることがあります。これは、大規模買付行為に対し、当社取締役会として例外的に

対応するものであります。 

③本対応方針の有効期限等 

 本対応方針の有効期限は、平成22年６月開催予定の当社第133回定時株主総会終結の時までとし、当該時点以降も

本対応方針を継続する場合は、当社株主総会において出席株主の議決権の過半数のご賛同を得て承認可決されること

を条件といたします。また、本対応方針の有効期限の前であっても、株主の皆様の共同の利益向上等の観点から当社

取締役会により本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。  

＜４＞本対応方針が本基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないこと、当社役員の

地位の維持を目的とするものではないこと 

①本対応方針が本基本方針に沿うものであること 

 本対応方針は、大規模買付ルールとして、大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に係る必要かつ十

分な情報の提供を事前に行うべきこと、及び、当該大規模買付行為は取締役会評価・検討期間の経過後にのみ開始さ

れるべきことを定め、これらを遵守しない大規模買付者に対しては当社取締役会が対抗措置を講ずることがある旨を

規定しております。 

 一方、本対応方針は、大規模買付ルールが遵守されている場合でも、大規模買付行為が当社企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、適切と考える対抗措置を講ずることが

ある旨を規定しております。 

 以上のとおり、本対応方針は、本基本方針を実現するためのものであり、本基本方針の内容に沿ったものでありま

す。 

②本対応方針が株主の皆様の共同の利益を損なうものではないこと 

 本対応方針は、大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かの最終的な判断は株主の皆様に委ねられるべ

きものであるとの認識を踏まえ、株主の皆様が大規模買付行為に対する応否を適切に決定するために必要かつ十分な

情報の提供を受ける機会を確保することを目的としつつ、株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと判断される大規

模買付行為に対しては、当社取締役会として適切と考える対抗措置を講ずることがある旨を規定しております。よっ

て、本対応方針は、株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的とするものであり、決してこれを損なうものではあ

りません。 
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③本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

 前述のとおり、本対応方針は株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的とするものであり、その導入・継続は、

当社取締役会の判断のみではできず、株主の皆様の承認を要することとなっております。 

 また、本対応方針では、当社取締役会による対抗措置発動に係る要件が客観的に定められ、事前に公表されており

ます。さらに、本対応方針では、当社取締役会による大規模買付行為に関する評価、検討、交渉、意見形成等に際し

ては、独立の外部専門家（証券会社、投資銀行、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタ

ント等の専門家）の意見を聴取することとされており、また、対抗措置の発動に際しては、公正で中立的な判断を可

能とするため、当社の業務執行取締役から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会はその

判断を最大限に尊重することとされております。 

 以上のとおり、本対応方針には当社役員の恣意的な判断を排除するための仕組みが内包されておりますことから、

当社役員の地位の維持を目的として対抗措置が発動されることはありません。 

（4）研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は7,708百万円であります。 

 なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、改修

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

    旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権 

   ①平成17年６月29日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの 

（注）新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,720,000,000 

計 1,720,000,000 

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成21年11月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 432,106,693 432,106,693 

㈱東京証券取引所 

㈱大阪証券取引所 

㈱名古屋証券取引所 

各市場第１部 

単元株式数100株

計 432,106,693 432,106,693 － － 

  
 第２四半期会計期間末現在 

 （平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個） 1,180（注） 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 118,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   4,244 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年６月29日 

至 平成22年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    4,244 
資本組入額   2,122 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位の

いずれをも喪失した後も２年間に限り、新株予約権

を行使することができる。 

②新株予約権者の死亡後２年間に限り、その者の相続
人は新株予約権を行使することができる。 

③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めな

い。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 
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      会社法に基づき発行した新株予約権 

    ②平成18年６月29日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの 

（注）※１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。  

※３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の

数を乗じて得られる金額とする。 

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個） 5,871 ※１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 587,100 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   6,560 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月13日 
至 平成23年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    6,560 

資本組入額    ※２ 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位の

いずれをも喪失した後も２年間に限り、新株予約権

を行使することができる。 
②新株予約権者の死亡後２年間に限り、その者の相続

人は新株予約権を行使することができる。 

③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めな
い。 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※３ 

-11-



(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を

行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得の条件 

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。 

   ③平成19年６月28日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの 

（注）※１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。  

※３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個） 9,150 ※１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 915,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   8,949 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年７月２日 

至 平成24年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    8,949 

資本組入額    ※２ 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位の
いずれをも喪失した後も２年間に限り、新株予約権

を行使することができる。 

②新株予約権者の死亡後２年間に限り、その者の相続

人は新株予約権を行使することができる。 
③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めな

い。 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※３  
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(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の

数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を

行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

(8) 新株予約権の取得の条件 

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。 
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 ④平成20年６月27日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの 

（注）※１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。  

※３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。  

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。  

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個） 2,510 ※１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 251,000  

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   6,755  

新株予約権の行使期間 
 自 平成21年７月15日 

 至 平成25年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

 発行価格    6,755 

 資本組入額   ※２ 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位の

いずれをも喪失した後も、当該地位喪失日又は上記

の権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から２年

間（ただし、当該権利行使期間の満了日までとす

る。）に限り、新株予約権を行使することができ

る。 

②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は死

亡の日又は上記の権利行使期間の開始日のいずれか

遅い日から２年間（ただし、当該権利行使期間の満

了日までとする。）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、新株予約権者が当社の取締

役及び従業員の地位のいずれをも喪失した日以後に

死亡した場合は、その者の相続人は、新株予約権者

が上記①に基づき権利行使可能とされた期間に限

り、新株予約権を行使することができる。 

③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めな

い。 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※３ 
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(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の

数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了

日までとする。  

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。  

(8) 新株予約権の取得の条件 

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。 

  

   ⑤平成20年６月27日開催の当社取締役会決議に基づくもの 

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個） 5,750 ※１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 575,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   6,755 

新株予約権の行使期間 
  自 平成21年７月15日  

    至 平成25年３月31日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格     ※２ 

資本組入額   ※３  

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位の

いずれをも喪失した後も、当該地位喪失日又は上記

の権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から２年

間（ただし、当該権利行使期間の満了日までとす

る。）に限り、新株予約権を行使することができ

る。 

②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は死

亡の日又は上記の権利行使期間の開始日のいずれか

遅い日から２年間（ただし、当該権利行使期間の満

了日までとする。）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、新株予約権者が当社の取締

役及び従業員の地位のいずれをも喪失した日以後に

死亡した場合は、その者の相続人は、新株予約権者

が上記①に基づき権利行使可能とされた期間に限

り、新株予約権を行使することができる。 

③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。  

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めな

い。 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※４  
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 （注）※１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 発行価格は、行使請求にかかる各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に

かかる各新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、上表記載の新株予約権の目的となる株式の数で除し

た額とします。   

※３ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 

※４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。   

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。  

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の

数を乗じて得られる金額とする。  

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了

日までとする。  

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。  

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。  

(8) 新株予約権の取得の条件 

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。  
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   ⑥平成21年６月26日開催の当社定時株主総会決議に基づくもの 

 （注）※１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額と 

し、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 

※３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。   

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個） 2,520 ※１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 252,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり    4,804  

新株予約権の行使期間 
自 平成22年８月７日  

至 平成26年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格    4,804  

 資本組入額   ※２ 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位の

いずれをも喪失した後も、当該地位喪失日又は上記

の権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から２年

間（ただし、当該権利行使期間の満了日までとす

る。）に限り、新株予約権を行使することができ

る。 

②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は死

亡の日又は上記の権利行使期間の開始日のいずれか

遅い日から２年間（ただし、当該権利行使期間の満

了日までとする。）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、新株予約権者が当社の取締

役及び従業員の地位のいずれをも喪失した日以後に

死亡した場合は、その者の相続人は、新株予約権者

が上記①に基づき権利行使可能とされた期間に限

り、新株予約権を行使することができる。  

③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。  

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めな

い。  

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※３ 
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(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の

数を乗じて得られる金額とする。  

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了

日までとする。  

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。    

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。  

(8) 新株予約権の取得の条件 

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。   

  

   ⑦平成21年６月26日開催の当社取締役会決議に基づくもの 

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個） 6,850 ※１  

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株） 685,000  

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり    4,804  

新株予約権の行使期間 
自 平成22年８月７日 

至 平成26年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

 発行価格     ※２  

 資本組入額   ※３  

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役及び従業員の地位の

いずれをも喪失した後も、当該地位喪失日又は上記

の権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から２年

間（ただし、当該権利行使期間の満了日までとす

る。）に限り、新株予約権を行使することができ

る。 

②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は死

亡の日又は上記の権利行使期間の開始日のいずれか

遅い日から２年間（ただし、当該権利行使期間の満

了日までとする。）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、新株予約権者が当社の取締

役及び従業員の地位のいずれをも喪失した日以後に

死亡した場合は、その者の相続人は、新株予約権者

が上記①に基づき権利行使可能とされた期間に限

り、新株予約権を行使することができる。  

③その他の条件は、当社と新株予約権者との間の「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。  

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質権等の担保権の設定その他の処分は認めな

い。  

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※４ 
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 （注）※１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

※２ 発行価格は、行使請求にかかる各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に

かかる各新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、上表記載の新株予約権の目的となる株式の数で除し

た額とします。   

※３ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 

※４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って

再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。   

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。   

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上

調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の

数を乗じて得られる金額とする。  

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了

日までとする。  

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。   

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。  

(8) 新株予約権の取得の条件 

残存新株予約権について定められた条件に準じて決定する。   

  

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成21年７月１日

～平成21年９月30日 
－ 432,106 － 119,419 － 120,771 
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（５）【大株主の状況】 

 （注） 当社は、自己株式7,602,363株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。 

  

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口） 
東京都港区浜松町2－11－3 37,516 8.68 

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口） 
東京都中央区晴海1－8－11  31,710 7.34 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1－6－6  24,370 5.64 

㈱八十二銀行  

（常任代理人 日本マスタートラ

スト信託銀行㈱）  

長野県長野市大字中御所字岡田178－8  

（東京都港区浜松町2－11－3） 
11,790 2.73 

明治安田生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行㈱） 

東京都千代田区丸の内2－1－1 

（東京都中央区晴海1－8－12） 
11,529 2.67 

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口４）  
東京都中央区晴海1－8－11  11,369 2.63 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行  東京都千代田区丸の内2－7－1  7,095 1.64 

日本興亜損害保険㈱  東京都千代田区霞が関3－7－3  7,077 1.64 

 ジェーピー モルガン チェース 

 バンク 380055  

（常任代理人 ㈱みずほコーポレ

ート銀行決済営業部）  

270 パークアベニュー ニューヨーク, 

ニューヨーク 10017 米国  

 （東京都中央区月島4－16－13）  

6,974 1.61 

富国生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行㈱） 

東京都千代田区内幸町2－2－2 

（東京都中央区晴海1－8－12） 
6,000 1.39 

計 － 155,435 35.97 
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（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第１部）におけるものであります。 

平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  7,602,300 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 424,210,500 4,242,105 － 

単元未満株式 普通株式     293,893 － 
１単元（100株）未

満の株式 

発行済株式総数 432,106,693 － － 

総株主の議決権 － 4,242,105 － 

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

信越化学工業株

式会社 

東京都千代田区大手

町二丁目６番１号 
7,602,300 －  7,602,300 1.76 

計 － 7,602,300 －  7,602,300 1.76 

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 5,240 5,210 4,990 5,110 5,620 6,010 

最低（円） 4,630 4,700 4,310 4,200 4,930 5,330 
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３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 （１）新任役員 

    該当事項はありません。 

 （２）退任役員 

    該当事項はありません。 

 （３）役職の異動 

    平成21年７月22日付 

   （注）取締役荒井文男の旧役名及び職名に記載のシンエツ PVC B.V. 取締役社長、SE タイローズ GmbH &   

      Co. KG 取締役社長につきましては、平成21年７月22日以降も同氏が兼務しております。 

氏 名 新役名及び職名 旧役名及び職名 

荒井 文男 

  

取 締 役 

 （有機合成事業部副事業部長）  

  

 

  

  

取 締 役 

 （シンエツ PVC B.V. 取締役社長、 

  SE タイローズ GmbH & Co. KG  

   取締役社長） 
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第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任

監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 200,930 209,541

受取手形及び売掛金 250,278 215,842

有価証券 115,032 111,878

たな卸資産 ※3  191,032 ※3  208,109

その他 80,745 73,182

貸倒引当金 △3,323 △2,627

流動資産合計 834,695 815,926

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 282,596 294,007

その他（純額） 361,574 315,671

有形固定資産合計 ※1  644,171 ※1  609,678

無形固定資産 18,460 18,253

投資その他の資産   

投資その他の資産 243,264 241,126

貸倒引当金 △12 △39

投資その他の資産合計 243,252 241,086

固定資産合計 905,884 869,018

資産合計 1,740,579 1,684,944
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 89,409 75,188

短期借入金 10,067 10,872

未払法人税等 17,265 11,633

引当金 2,012 2,665

その他 85,833 108,934

流動負債合計 204,587 209,294

固定負債   

長期借入金 14,565 12,817

引当金 13,403 11,805

その他 47,122 43,673

固定負債合計 75,091 68,296

負債合計 279,678 277,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,419 119,419

資本剰余金 128,177 128,177

利益剰余金 1,291,400 1,277,056

自己株式 △41,423 △41,613

株主資本合計 1,497,574 1,483,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,472 △1,776

繰延ヘッジ損益 △925 △41

為替換算調整勘定 △84,463 △115,159

評価・換算差額等合計 △81,915 △116,978

新株予約権 3,661 2,446

少数株主持分 41,580 38,846

純資産合計 1,460,900 1,407,353

負債純資産合計 1,740,579 1,684,944
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 695,413 417,229

売上原価 482,245 316,304

売上総利益 213,168 100,924

販売費及び一般管理費 ※  63,066 ※  47,985

営業利益 150,101 52,939

営業外収益   

受取利息 3,470 2,358

持分法による投資利益 6,173 3,493

その他 3,698 3,895

営業外収益合計 13,343 9,746

営業外費用   

為替差損 1,656 3,035

休止設備費用 － 2,273

その他 5,268 1,559

営業外費用合計 6,924 6,868

経常利益 156,519 55,818

税金等調整前四半期純利益 156,519 55,818

法人税、住民税及び事業税 42,692 10,869

法人税等調整額 11,654 9,365

法人税等合計 54,346 20,235

少数株主利益 1,220 54

四半期純利益 100,953 35,528
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 354,643 227,144

売上原価 247,078 170,164

売上総利益 107,564 56,980

販売費及び一般管理費 ※  33,271 ※  24,687

営業利益 74,293 32,292

営業外収益   

受取利息 1,717 1,066

持分法による投資利益 3,592 2,087

その他 3,234 3,533

営業外収益合計 8,544 6,686

営業外費用   

為替差損 2,368 3,424

その他 2,964 1,353

営業外費用合計 5,333 4,778

経常利益 77,504 34,200

税金等調整前四半期純利益 77,504 34,200

法人税、住民税及び事業税 22,378 8,607

法人税等調整額 4,909 4,837

法人税等合計 27,287 13,445

少数株主利益 682 122

四半期純利益 49,534 20,632
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 156,519 55,818

減価償却費 61,547 40,740

受取利息及び受取配当金 △4,207 △2,924

為替差損益（△は益） 1,755 △115

持分法による投資損益（△は益） △6,173 △3,493

売上債権の増減額（△は増加） △15,928 △26,620

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,006 22,233

仕入債務の増減額（△は減少） △6,960 11,280

その他 △4,442 △18,643

小計 187,114 78,275

利息及び配当金の受取額 4,725 3,084

利息の支払額 △840 △419

法人税等の支払額 △44,090 △4,482

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,910 76,458

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △23,104 △15,485

有価証券の償還による収入 15,468 35,991

有形固定資産の取得による支出 △110,010 △74,998

有形固定資産の売却による収入 － 9,027

投資有価証券の取得による支出 △10,011 △815

投資有価証券の売却及び償還による収入 29,774 2,725

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △667

貸付けによる支出 △3,418 △1,624

貸付金の回収による収入 963 746

その他 154 △4,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,183 △49,452

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,331 2,945

長期借入金の返済による支出 △2,041 △5,267

自己株式の取得による支出 △16,177 △17

配当金の支払額 △21,512 △21,223

少数株主への配当金の支払額 △530 △826

その他 141 138

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,452 △24,250

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,403 3,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,128 6,173

現金及び現金同等物の期首残高 301,619 251,044

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  299,490 ※  257,218
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【表示方法の変更】 

【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

 該当事項はありません。 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更 

 従来持分法適用関連会社であったシレスS.A.及び同社の子会社である

エンプレーザ プレパラドーラ デ コンポストス ビニリコスS.A.、コン

プエストス イ グランサスS.A.、プロドゥサン イ セルビソス エネルジ

ェティコスS.A.は、株式取得による持分の増加により、当第２四半期連

結会計期間より連結の範囲に含めました。 

(2)変更後の連結子会社数 

   72社 

２．持分法の適用に関する事項の変更 (1)持分法適用関連会社 

 従来持分法適用関連会社であったシレスS.A.は、株式取得による持分

の増加により、当第２四半期連結会計期間より連結子会社に含めており

ます。 

(2)変更後の持分法適用関連会社の数 

   ７社 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「休止設備費用」は、前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました

が、営業外費用の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間における「休止設備費用」の金額は108百万円であります。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

 「有形固定資産の売却による収入」は、前第２四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額の重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記して

おります。 

 なお、前第２四半期連結累計期間における「有形固定資産の売却による収入」の金額は224百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

（四半期連結貸借対照表関係） 

 前第２四半期連結会計期間において区分掲記していた「のれん」（当第２四半期連結会計期間15,117百万円）は、資

産の総額の100分の１以下となったため、当第２四半期連結会計期間では、「無形固定資産」に含めて表示しておりま

す。 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１．固定資産の減価償却費の算定方法  年間減価償却費予算を基に、当第２四半期累計期間中に取得、売却又は除

却等を行った重要な固定資産の減価償却費を実績に基づき調整し、当第２四

半期累計期間の減価償却費を算定しております。 
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額 1,290,148百万円 

２.連結会社以外の会社等の金融機関借入金等に対し、

次のとおり債務保証を行っております。 

 従業員（住宅資金ほか）          57百万円 

       

※３.たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

     商品及び製品（半製品を含む）  101,063百万円 

    仕掛品               11,052     

    原材料及び貯蔵品               78,915       

※１.有形固定資産の減価償却累計額  1,248,324百万円 

２.連結会社以外の会社等の金融機関借入金等に対し、

次のとおり債務保証を行っております。 

 従業員（住宅資金ほか）       70百万円 

 

連結子会社が発行する社債の債務履行引受契約に係

る偶発債務は次のとおりであります。 

 無担保社債                      5,000百万円 

※３.たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

    商品及び製品（半製品を含む）  117,470百万円 

    仕掛品             10,312   

    原材料及び貯蔵品               80,326 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のとおり

であります。              

      発送費                         16,491百万円 

    給料手当                       10,641        

※ 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のとおり

であります。              

      発送費                         12,108百万円 

    給料手当                        9,218  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のとおり

であります。              

    発送費                            8,487百万円

    給料手当                          5,345     

※ 販売費及び一般管理費のうち主なものは、次のとおり

であります。              

    発送費                          6,891百万円 

    給料手当                        4,928     
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式          432,106,693株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式            7,602,363株 

３．新株予約権等に関する事項 

 ストック・オプションとしての新株予約権 

  新株予約権の四半期連結会計期間末残高 3,661百万円（親会社 3,329百万円、連結子会社 332百万円） 

 （注）当第２四半期連結会計期間末残高のうち、新株予約権を行使することができる期間の初日が到来 

    していない新株予約権の残高は、1,219百万円であります。 

４．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年９月30日現在） （平成21年９月30日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定        228,914 

有価証券勘定      148,315 

預入期間がおおむね３カ月を 

超える定期預金 
△41,287 

株式及び満期日または償還日 

までの期間がおおむね３カ月 

を超えるコマーシャルペーパ

ー、債券等 

△36,452 

現金及び現金同等物 299,490 

  （百万円）

現金及び預金勘定          200,930 

有価証券勘定             115,032 

預入期間がおおむね３カ月を

超える定期預金 
△37,659 

株式及び満期日または償還日

までの期間がおおむね３カ月

を超えるコマーシャルペーパ

ー、債券等 

△21,084 

現金及び現金同等物 257,218 

   

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 21,223 50 平成21年３月31日 平成21年６月29日 利益剰余金

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年10月26日 

取締役会 
普通株式 21,225 50 平成21年９月30日 平成21年11月18日 利益剰余金
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  
有機・無機
化学品事業 
（百万円） 

電子材料 
事業 

（百万円） 

機能材料 
その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 182,862 143,151 28,628 354,643 － 354,643 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
2,455 681 19,405 22,543 (22,543) － 

計 185,318 143,833 48,034 377,186 (22,543) 354,643 

営業利益 28,047 38,341 7,890 74,279 13 74,293 

  
有機・無機
化学品事業 
（百万円） 

電子材料 
事業 

（百万円） 

機能材料 
その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 127,991 77,021 22,131 227,144 － 227,144 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,781 8 18,594 20,384 (20,384) － 

計 129,772 77,030 40,725 247,529 (20,384) 227,144 

営業利益 16,308 10,146 6,289 32,744 (452) 32,292 

  
有機・無機
化学品事業 
（百万円） 

電子材料 
事業 

（百万円） 

機能材料 
その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 354,456 285,008 55,948 695,413 － 695,413 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
6,202 1,695 56,071 63,970 (63,970) － 

計 360,659 286,704 112,020 759,384 (63,970) 695,413 

営業利益 55,536 79,440 15,350 150,327 (225) 150,101 

  
有機・無機
化学品事業 
（百万円） 

電子材料 
事業 

（百万円） 

機能材料 
その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 231,798 143,137 42,293 417,229 － 417,229 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
3,396 41 42,996 46,434 (46,434) － 

計 235,194 143,179 85,289 463,663 (46,434) 417,229 

営業利益 27,367 17,136 8,947 53,451 (511) 52,939 
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（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の種類・販売市場等を考慮し、「有機・無機化学品事業」、「電子材料事業」、  

「機能材料その他事業」の３事業に区分しております。 

２．各事業区分に属する主要製品及び商品 

３．会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間 

（1）第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。これにより当第２四半期連結累計期間の「有機・無機化学品事業」、「電子

材料事業」、「機能材料その他事業」の営業利益はそれぞれ755百万円、11百万円、12百万円減少しており

ます。 

（2）第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これにより当第２四半期連結累計期間

の「有機・無機化学品事業」の営業利益は446百万円増加し、「電子材料事業」の営業利益は275百万円減

少しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

事業区分 主要製品及び商品名 

有機・無機化学品 
塩化ビニル樹脂、シリコーン、メタノール、クロロメタン、セルロース誘導体、 

か性ソーダ、金属珪素、ポバール 

電子材料 半導体シリコン、電子産業用有機材料、電子産業用希土類磁石、フォトレジスト製品 

機能材料その他 
合成石英製品、レア・アース、一般用希土類磁石、液状フッ素エラストマー、 

ペリクル、技術・プラント輸出、商品の輸出入、建設・修繕、情報処理ほかサービス 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）

アジア・ 
オセアニア
（百万円）

欧州 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
172,863 82,277 50,588 48,914 354,643 － 354,643 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
61,976 15,502 13,530 162 91,171   (91,171) － 

計 234,839 97,779 64,118 49,076 445,814   (91,171) 354,643 

営業利益 57,637 10,726 3,474 3,301 75,139       (846) 74,293 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）

アジア・ 
オセアニア
（百万円）

欧州 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
123,111 48,808 26,774 28,450 227,144 － 227,144 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
43,064 9,736 8,129 83 61,013    (61,013) － 

計 166,175 58,544 34,903 28,534 288,158    (61,013) 227,144 

営業利益（又は営業損失） 32,225 1,196     (295)     (190) 32,936      (643) 32,292 
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米：米国 

アジア・オセアニア：マレーシア、シンガポール、大韓民国、台湾、タイ、中国、オーストラリア 

欧州：英国、オランダ、ドイツ、ポルトガル 

３．会計処理の方法の変更 

     前第２四半期連結累計期間 

(1) 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）を適用しております。これにより当第２四半期連結累計期間の「日本」の営業利益は780百万円

減少しております。 

(2) 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。これにより当第２四半期連結累計期間

の「アジア・オセアニア」の営業利益は44百万円減少し、「欧州」の営業利益は214百万円増加しておりま

す。 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）

アジア・ 
オセアニア
（百万円）

欧州 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
341,819 159,480 103,189 90,923 695,413 － 695,413 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
121,936 30,540 28,182 505 181,164 (181,164) － 

計 463,755 190,020 131,372 91,429 876,578 (181,164) 695,413 

営業利益 113,952 22,062 7,049 6,404 149,469       632 150,101 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円）

アジア・ 
オセアニア
（百万円）

欧州 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
235,331 86,922 47,767 47,207 417,229 － 417,229 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
78,915 15,945 13,389 197 108,447  (108,447) － 

計 314,246 102,867 61,156 47,405 525,676  (108,447) 417,229 

営業利益（又は営業損失） 51,732 1,440     (555) 176 52,793       145 52,939 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

北米：米国、カナダ 

アジア・オセアニア：中国、台湾、大韓民国、シンガポール、タイ、マレーシア 

欧州：ドイツ、フランス、ポルトガル 

   その他の地域：中南米、中東 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  北米 
アジア・ 
オセアニア 

欧州 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 71,453 91,491 46,100 14,542 223,588 

Ⅱ．連結売上高（百万円）         354,643 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
20.1 25.8 13.0 4.1 63.0 

  北米 
アジア・ 
オセアニア 

欧州 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 37,002 62,580 23,983 17,433 140,999 

Ⅱ．連結売上高（百万円）         227,144 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
16.3 27.5 10.6 7.7 62.1 

  北米 
アジア・ 
オセアニア 

欧州 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 135,059 176,479 86,720 38,217 436,476 

Ⅱ．連結売上高（百万円）         695,413 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
19.4 25.4 12.5 5.5 62.8 

  北米 
アジア・ 
オセアニア 

欧州 その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 67,466 115,783 41,066 27,267 251,583 

Ⅱ．連結売上高（百万円）         417,229 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
16.2 27.8 9.8 6.5 60.3 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 3,334.85円 １株当たり純資産額 3,218.28円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 235.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
235.00円

１株当たり四半期純利益金額 83.70円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
83.69円

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円） 100,953 35,528 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 100,953 35,528 

期中平均株式数（千株） 429,513 424,491 

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（百万円） ― ― 

普通株式増加数（千株） 75 54 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

平成18年６月29日定時株主総会

決議ストック・オプション 

（新株予約権方式） 

  新株予約権の数  5,871個

平成20年ストック・オプション

（新株予約権方式） 

  新株予約権の数  8,260個 

――――― 
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 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

２【その他】 

 第133期中間配当につき次のとおり取締役会において決議しました。 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 115.53円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
115.51円

１株当たり四半期純利益金額 48.60円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
48.59円

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円） 49,534 20,632 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 49,534 20,632 

期中平均株式数（千株） 428,769 424,493 

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（百万円） ― ― 

普通株式増加数（千株） 71 91 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

平成18年６月29日定時株主総会

決議ストック・オプション 

（新株予約権方式） 

  新株予約権の数   5,871個

平成20年ストック・オプション

（新株予約権方式） 

  新株予約権の数   8,260個

――――― 

① 決議年月日 平成21年10月26日 

② 中間配当金の総額 21,225,216,500円 

③ １株当たり中間配当金     50円00銭 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２０年１１月１１日

信越化学工業株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 轟 茂道 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 斉藤 浩史 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 向出 勇治 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 市川 亮悟 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている信越化学工業株

式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２０年７月

１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、信越化学工業株式会社及び連結子会社の平成２０年９月３０日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２１年１１月１２日

信越化学工業株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 轟 茂道 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 斉藤 浩史 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 向出 勇治 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 市川 亮悟 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている信越化学工業株

式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２１年７月

１日から平成２１年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年９月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・

フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、信越化学工業株式会社及び連結子会社の平成２１年９月３０日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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